
農地の転用手続き

　　農地法第４条・５条県知事許可分

⑥ で諮問する事案
農業委員会では 　（１）３０ａを超える転用申請
　② 申請書の受付・審査（受付締切　毎月２０日） 　（２）砂利採取（一時転用）
　③ 現地調査、書類審査及び補完整備 　（３）営農型太陽光発電
　④ 事前審査会の審査
　⑤ 総会において意見の決定
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① 許可申請書の提出 ⑥ 諮問

⑦ 意見回答

⑧ 進達

⑨ 許可


